
〆

本
状
は
、
今
大
路
家

屋
に
所
蔵
さ
れ
る
。
本

一
東
井
玄
朔
遺
言

曲
直
瀬
玄
朔
（
正
紹
、
東
井
、
二
代
道
三
）
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
十
二
月
十
日
に
没
す
る
に
先
立
ち
、
十
月
に
遺
言
状
を
認
め
、

さ
ら
に
翌
十
一
月
に
追
加
文
を
書
い
て
い
る
。

本
状
は
、
今
大
路
家
文
書
（
医
学
関
係
を
主
体
）
と
と
も
に
藤
浪
剛
一
の
乾
々
斎
文
庫
の
有
に
帰
し
、
現
在
は
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書

屋
に
所
蔵
さ
れ
る
。
本
状
は
次
の
五
項
目
か
ら
な
る
巻
物
一
軸
仕
立
と
し
て
木
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

文
中
に
登
場
す
る
人
名
等
に
つ
い
て
一
部
不
詳
の
も
の
も
あ
る
が
、
判
明
し
た
範
囲
で
注
記
し
紹
介
す
る
。

五 四三二一

遺
言
之
追
加

東
井
玄
朔
金
銀
配
分
之
事

東
井
玄
朔
形
見
二
可
し
造
道
具
之
覚

有
合
候
道
具
之
覚

曲
直
瀬
玄
朔
の
遺
言
状

繩
癖
纒
極
琴
識
棒
毒
曄
評
哩
鍔
韓
垂
需
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
九
日
受
付

宗
田
一
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一
蔵
之
内
二
銭
箱
参
シ
有
之
一
番
ニ
ハ
／
金
子
大
小
少
つ
上
有
之
封
ヲ
不
切
其
／
ま
坐
道
三
へ
可
相
渡
候
二
番
ニ
ハ
親
類
衆
へ
／
遣
候

（
五
）

金
銀
長
右
衛
門
預
リ
タ
ル
ヲ
入
テ
／
置
候
三
番
ハ
小
使
ノ
使
残
し
金
銀
少
つ
上
／
有
之
長
ひ
つ
ニ
モ
銀
子
有
之
賄
之
／
金
銀
今
迫

（
マ
マ
）

〈
長
右
衛
二
申
付
候
間
急
度
之
／
諄
用
可
被
聞
候

一
中
陰
〈
三
月
嗽
四
月
嗽
取
行
京
へ
上
候
／
者
ノ
路
銭
等
此
度
斗
道
三
ヨ
リ
被
遣
候
て
／
残
金
銀
米
銭
家
財
悉
道
三
二
遣
候

（
一
一
）
（
一
二
）

一
我
等
死
料
ト
〆
銀
子
百
枚
分
残
候
／
後
ミ
ノ
年
忌
作
善
二
遣
合
候
へ
と
申
置
／
存
候
つ
れ
共
寺
屋
敷
拝
領
仕
候
之
間
／
其
百
枚
ヲ
鈴
首
座

（
四
）

栄
首
座
御
両
人
へ
／
相
渡
し
祥
雲
寺
ノ
作
事
一
一
相
加
仕
候
間
／
後
ミ
ノ
年
忌
作
善
仕
間
敷
候

一
金
銀
ノ
配
分
〈
別
紙
二
書
置
候
道
三
一
人
／
御
見
候
〈
、
私
ナ
ル
事
モ
ァ
ル
歎
ト
疑
候
事
可
／
有
之
候
親
類
近
付
之
内
誰
成
共
一
人

（
一
）

一
我
等
跡
職
道
三
玄
鎮
一
一
譲
候
之

リ
番
ヲ
置
人
之
出
入
可
被
改
候

一
喪
礼
不
可
仕
隣
ノ
人
モ
不
知
様

一
香
彙
不
可
請
取
帳
二
付
当
座
二

寛
永
八
》
年
十
月
十
八
日
延
寿
院

（
よ
ミ
か
）

／
相
□
口
可
被
仕
候

可
遣
候

（
箱
表
書
）
か
き
お
き
延
寿
院

一
束
井
玄
朔
遺
言

右
七
ケ
条
如
件 隣

ノ
人
モ
不
知
様
一
一
／
忍
ヒ
テ
灰
二
可
被
仕
候

帳
二
付
当
座
二
／
進
仕
道
三
へ
念
を
入
可
申
届
候

譲
候
之
間
／
無
性
二
成
候
て
当
衆
不
入
道
具
蔵
へ
／
入
蔵
之
時
二
道
一
二
封
ヲ
付
門
ニ
モ
玄
関
ニ
モ
／
道
一
ニ
ョ

但
／
弟
子
衆
ノ
少
ノ
志
〈
請
取
帳
二
付
置
／
籠
僧
ノ
布
施
二
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〆

（
七
）

一
玄
隆
一
一
大
判
参
枚

（
八
）

一
と
ミ
ニ
大
判
拾
枚

（
九
）

一
ミ
や
二
大
判
拾
枚

（
一
○
）

一
徒
じ
二
大
判
拾
枚

（
一
ハ
）

一
玄
益
二
金
子
大
判
拾
枚

一
教
学
院
二
銀
子
弐
拾
枚

此
内
五
百
目
／
庄
兵
衛
相
渡
候
／
残
三
百
六
十
目
／
計
相
渡
五
百
／
目
ハ
庄
兵
衛
／
葬
用
二
可
入
候

（
一
七
）

一
山
本
道
立
二
銀
子
弐
拾
枚

一一一一一

（
一
一
一
）

山
本
乗
味
二
銀
子
五
枚

（
一
一
二
）

山
本
新
七
二
銀
子
五
枚

（
一
四
）

片
山
左
馬
助
二
銀
子
拾
枚

（
一
五
）

片
山
右
馬
助
二
銀
子
五
枚

（
一
一
）

元
庵
二
銀
子
拾
枚

二
東
井
玄
朔
金
銀
配
分
之
事

道
三
之
前
に
て
長
右
衛
門
道
艮
可
開
之

銀
子
以
上
参
拾
五
枚

（
一
一
ハ
）

大
判
以
上
四
十
参
枚

法
印
玄
朔
（
花
押
）

（3）139



右
ノ
金
銀
長
右
衛
門
二
相
渡
蔵
へ
入
置
／
如
件

寛
永
八
祥
年
十
月
十
八
日
東
井
玄
朔
（
花
押
）

一
啓
迪
院
二
高
麗
今
焼
肩
衝
柴
垣
虫

（
一
一
一
）

一
同
息
男
二
食
物
本
草
日
用
本
草

（
二
○
）

一
翠
竹
院
二
人
形
茶
碗

一
玄
益
二
九
輪
釜

一
玄
隆
二
本
草
定
衡
青
嚢
秘
旨

（
一
一
一
一
）

一
岡
野
井
道
哲
二
南
蛮
頭
巾
ノ
釜
ツ
ル
ァ
リ

中
た
か
い
な
ら
ば
遣
間
敷
候

（
一
八
）

一
荒
木
長
右
衛
門
一
一
銀
子

銀
子
又
以
上
六
拾
枚

右
ノ
金
銀
長
右
衛
門

玄
鎮
江

右
金
銀
御
配
分
之
御
／
書
置
寛
永
九
年
申
／
正
月
六
日
道
三
玄
益
玄
治
一
／
所
二
披
見
仕
者
也

啓
迪
院

三
東
井
玄
朔
形
見
二
可
レ
遣
道
具
之
覚

（
頭
か
）

典
薬
入

銀
子
弐
拾
枚

柴
垣
卜
号
ス

刑
部
卿

玄
益
（
花
押
）

（
一
九
）

玄
冶
（
花
押
）
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卸

（
二
三
）
（
二
四
）

一
元
庵
一
一
月
金
竹
ノ
由
松

（
二
五
）
（
二
六
）

一
玄
勝
ニ
サ
ス
ガ
但
小
脇
指
，

（
二
七
）

一
寿
昌
院
二
鳳
凰
ノ
蒔
絵

（
二
九
）

一
山
中
泉
斎
二
桑
ノ
未

（
一
二
一
）

一
新
成
院
｝
一
白
小
袖
気

一
教
学
院
二
白
小
袖
参

一一

（
三
四
）

一
ち
い
さ
刀

刀
一
文
字
か
ぅ
か
聖
小
刀
無
之

刀
一
文
字
か
う
か
い
目
ぬ
き
有
之
／
小
刀
無
之

（
一
二
一
ハ
）

四
有
合
候
道
具
之
覚

道
哲
ハ
彼
方
方
中
違
一
一
テ
候
間
／
遺
物
御
受
取
間
敷
候
若
中
直
り
／
候
ハ
、
可
被
遣
候

右
御
形
見
可
被
遣
形
具
之
／
御
覚
書
寛
永
九
年
申
／
正
月
六
日
道
三
玄
益
玄
冶
／
一
所
二
披
見
仕
者
也

啓
迪
院

（
一
一
一
ハ
）

サ
ス
ガ
但
小
脇
指
，
ｒ
云
ハ
ン
歎
／
常
二
帯
二
付
タ
ル
也

（
一
二
一
二
）

か
う
か
澤
小
刀
無
之

（
二
八
）

鳳
凰
ノ
蒔
絵
ノ
カ
ョ
ハ
シ

唐
ノ
大
火
打
袋
（
取
替
候
也
譜

（
三
○
）

二
桑
ノ
木
ノ
ョ
リ
カ
、
リ

（
一
二
一
一
）

白
小
袖
気
白
帷
子
蔵

兼
法
、
、
粂
紮
膳
遣
之

目
貫
か
う
か
い
／
小
刀
有
之

白
帷
参

単
線
で
消
去
し
あ
り
）

刑
部
卿

（
益
）

玄
（
花
押
）

玄
冶
（
花
押
）

以
上
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一
牡
丹
花
ノ
掛
物
従
庄
三
也

一
四
方
ノ
小
重
箱

（
四
五
）
（
四
六
）

一
が
ト
ラ
ジ
モ
ク
ア
リ

一
タ
ン
ホ

ー
風
呂
釜

一
香
炉
箱

（
四
三
）

二
眉
衝
熊
野
卜
号
ス
同
高
麗
焼
二

一
高
麗
今
焼
茶
碗
ワ
ラ
ノ
袴
卜
号
ス

（
四
四
）

一
カ
ウ
チ
ウ
茶
碗

一
新
硯
箱
蒔
絵
松
舟
月

一
高
麗
二
重
ノ
紙
箱
蒔
絵
ア
ー

（
四
二
）

一
文
林
ジ
リ
フ
ク
ラ
ト
ー
蚕
ン
歎
／
筑
前
高
麗
焼
也

一
ち
い
圭

一
脇
指
令

，
（
三
七
）

一
長
刀
室

（
三
八
）

一
持
鑓
計

（
三
九
）

一
脇
坐

（
四
○
）

一
天
目
井
台
桐
ノ
箱
二
入

（
四
二

一
建
蓋
井
台
蒔
絵
ア
リ
石
口
兵
へ

風
呂
釜
常
二
茶
ヲ
ワ
ヵ
ジ
候
也

（
三
七
）

長
刀
壱
枚

（
三
八
）

持
鑓
蔵
本

ち
い
さ
刀
信
国
白
鷲
也
／
道
三
二
預
リ
置
侯

脇
指
ぁ
ら
身
也

タ
ン
ホ
釜
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〆

一
道
立
一
一
遺
物
二
銀

寛
永
八
年
辛
末

十
一
月
晦
日

（
四
九
）

一
御
辻
中
違
致
候
へ
共
遺
物
之
金
子
ハ
／
無
相
違
可
被
相
渡
候

（
五
○
）

一
道
立
二
遺
物
二
銀
弐
拾
枚
出
置
／
長
右
衛
門
二
預
ヶ
置
候
へ
と
も
暇
分
／
請
取
候
間

一
南
仲
長
命
二
候
而
賄
之
金
無
之

仲
後
生
の
為
一
一
御
遣
候
へ
く
候

一
南
仲
番
仕
候
勘
右
衛
門
へ
参
入
扶
持
と
／
給
分
壱
年
二
銀
百
目
分
遣
候
是
も
／
十
年
つ
も
り
に
て
銀
弐
貫
参
百
五
／
拾
目
長
右
衛
門

一
一
預
ケ
置
候
是
も
餘
に
て
／
南
仲
之
餘
と
一
ツ
ー
／
南
仲
後
生
／
為
二
可
被
遣
候

一
南
仲
長
命
二
候
而
賄
之
金
無
之
候
〈
、
／
道
三
玄
益
と
よ
ミ
や
徒
し
此
／
衆
出
合
可
被
遣
候
女
衆
〈
男
衆
之
／
半
分
シ
、
南

一
右
之
金
子
南
仲
皆
請
取
度
し
と
／
被
申
候
共
一
度
に
渡
し
候
〈
、
人
二
か
し
て
／
利
分
可
取
と
被
申
損
に
せ
ら
る
坐
も
の
と
／
可
有

（
マ
マ
）
（
マ
マ
）

之
候
間
一
度
一
一
渡
間
敷
候
／
毎
年
弐
枚
シ
、
可
被
渡
候
又
南
仲
／
随
意
二
候
テ
子
共
乃
異
見
を
可
被
聞
候
〈
、
／
金
子
お
さ
へ
候
へ

／南
か仲
へ

し 賄
玄之
冶金
可子
有弐
御拾
請枚
取
候田

一
月
岑
受
用
ノ

ー
劔
（
単
線
消
去
）

一
茶
壺
乳
ヲ
ト
ジ

ー
謡
之
本
百
番

く
候

月
岑
受
用
ノ
掛
物

五
遺
言
之
追
加

（
四
七
）
（
四
八
）

用
仲
賄
之
金
子
弐
拾
枚
田
中
／
清
六
殿
二
先
年
／
預
ヶ
置
候
／
清
六
殿
預
リ
状
有
之
玄
冶
方
へ
／
預
ヶ
可
申
候
間
清
六
殿
一
札
を

火
打
袋
｝
一
取
替
寿
昌
院
へ
遣
候

東
井
法
印

銀
子
遣
間
敷
候
道
三
二
／
可
渡
候
如
件
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謝
辞

本
状
の
読
下
し
に
つ
い
て
は
末
中
哲
夫
氏
の
示
教
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

注 右
御
遺
言
之
追
加
／
寛
永
九
年
申
正
月
六
日
／
道
三
玄
益
玄
冶
一
所
二
披
見
／
仕
者
也

啓
迪
院

（
一
）
今
大
路
玄
鎮
（
親
昌
、
四
代
道
三
、
典
薬
頭
、
従
五
位
下
、
民
部
大
輔
）
、
慶
長
十
三
・
九
ｌ
寛
永
十
六
・
四
・
二
十
三
（
一
六
○
八
’
三
九
）

享
年
三
十
二
歳
。
室
は
加
賀
爪
民
部
少
輔
忠
澄
女
。

玄
朔
は
、
長
男
の
今
大
路
玄
（
元
）
鑑
〔
親
純
、
三
代
道
三
、
法
印
、
天
正
五
ｌ
寛
永
三
・
九
・
十
九
（
一
五
七
七
’
一
六
二
六
）
、
享
年
五
十

歳
〕
が
こ
の
時
点
で
す
で
に
没
し
て
い
た
の
で
、
孫
の
玄
鎮
（
玄
鑑
三
男
）
に
家
督
を
讓
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
玄
鎮
の
前
に
男
子
が
二
名
あ

り
、
長
男
は
出
家
し
た
祐
智
（
後
出
）
、
次
男
は
玄
鎮
誕
生
の
前
年
に
没
し
て
い
る
（
永
真
童
子
、
慶
長
十
二
・
六
・
廿
五
没
）
。

徒ミと玄道
しやよ益三

刑
部
卿

玄
益
（
花
押
）

玄
冶
（
花
押
）

玄
朔
（
花
押
）
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U

（
一
己
玄
朔
は
二
代
将
軍
秀
忠
か
ら
麻
生
に
薬
園
地
を
拝
領
、
の
ち
そ
こ
に
官
許
を
得
て
寺
院
を
建
て
た
。
こ
の
寺
院
が
祥
雲
寺
で
あ
る
。

祥
雲
寺
建
立
の
経
緯
を
曲
直
瀬
家
の
記
録
に
よ
っ
て
次
に
略
記
し
て
お
く
。

元
和
九
年
（
一
六
二
二
）
八
月
、
筑
前
侯
黒
田
長
政
が
没
し
た
と
き
、
嗣
子
の
忠
之
が
父
の
冥
福
を
祈
る
た
め
赤
坂
溜
池
の
邸
内
に
寺
を
建
て

た
。
そ
の
住
職
の
物
色
を
玄
朔
に
依
頼
。
玄
朔
は
旧
知
の
京
都
大
徳
寺
の
竜
獄
（
岳
）
〔
宗
劉
、
半
隠
、
芸
州
の
人
〕
を
推
し
来
住
し
た
。

竜
獄
は
寺
名
を
竜
谷
山
興
雲
寺
（
興
雲
は
長
政
の
院
号
）
と
命
名
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
春
に
は
竺
仙
大
法
禅
師
の
号
を
賜
り
、
同
五
年

（
一
六
二
八
）
仲
冬
二
十
八
日
に
七
十
三
歳
で
病
没
し
た
。
そ
の
後
は
黙
翁
と
啓
室
の
二
僧
が
継
い
だ
。
と
こ
ろ
が
翌
六
年
、
施
主
の
黒
田
忠
之

と
仲
達
い
（
忠
之
の
持
侍
に
小
科
が
あ
り
、
死
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
を
、
右
二
僧
が
と
り
な
し
、
一
旦
は
忠
之
が
こ
れ
を
許
し
た
か
に
見
え
た
が
、

二
僧
が
去
っ
た
後
に
死
罪
に
し
た
た
め
、
と
い
う
）
に
な
る
事
件
が
あ
り
、
右
二
僧
が
與
雲
寺
を
捨
て
て
玄
朔
の
と
こ
ろ
に
馳
け
込
ん
で
き
た
。

そ
の
た
め
玄
朔
は
官
に
願
い
出
て
、
薬
園
地
内
に
寺
を
建
て
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
許
さ
れ
、
玄
朔
の
門
弟
ら
が
寄
進
、
岡
本
玄
冶
は
仏
殿
・
玄

関
を
、
野
間
玄
琢
は
客
殿
を
、
内
田
玄
勝
は
居
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
造
り
、
そ
の
他
は
玄
朔
が
書
院
・
小
書
院
・
庫
司
・
学
寮
・
文
庫
を
造
ら
せ
、

瑞
泉
山
祥
雲
寺
と
命
名
、
右
の
二
僧
が
輪
番
制
で
住
持
し
た
。

そ
の
後
、
忠
之
か
ら
興
雲
寺
に
あ
る
長
政
の
墓
石
を
祥
雲
寺
に
移
し
た
い
と
依
頼
し
て
き
た
が
、
祥
雲
寺
側
は
こ
れ
を
拒
ん
で
、
東
海
寺
の
澤

庵
の
仲
介
で
よ
う
や
く
和
解
が
み
ら
れ
た
。

同
九
年
（
一
六
三
二
）
、
啓
室
は
招
か
れ
て
肥
後
の
妙
解
寺
に
去
り
、
黙
翁
一
人
で
住
職
を
つ
と
め
た
が
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
冬
、
病

で
什
れ
て
栄
仙
と
渓
春
が
後
継
と
な
り
、
黙
翁
は
翌
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
四
月
二
十
三
日
、
五
十
八
歳
で
没
し
た
。

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
、
幕
府
は
公
用
の
た
め
こ
の
地
を
召
し
上
げ
、
代
替
地
を
渋
谷
に
与
え
た
。
こ
う
し
て
祥
雲
寺
は
渋
谷
に
移
っ
た
。

だ
か
ら
玄
朔
が
葬
ら
れ
た
の
は
、
移
転
前
の
麻
生
の
地
に
あ
っ
た
祥
雲
寺
で
あ
る
。

玄
朔
の
没
後
、
園
地
の
半
分
（
玄
朔
が
隠
居
所
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
土
地
）
を
官
に
献
じ
、
こ
の
地
は
そ
の
後
水
野
下
総
守
、
岡
部
左

近
、
細
川
若
狭
守
、
細
川
越
中
守
ら
の
邸
地
と
な
っ
た
。
一
方
、
作
善
（
仏
事
供
養
）
金
を
祥
雲
寺
に
寄
進
し
た
こ
と
は
遺
言
状
の
通
り
で
、
寺

側
で
は
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
七
月
十
日
と
十
二
月
十
日
に
法
会
を
営
承
、
こ
れ
が
恒
例
と
な
っ
て
毎
年
二
回
修
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

（
一
己
Ｉ
（
巴
前
記
注
に
登
場
↑

（
ご
後
述
の
荒
木
長
右
衛
門
。

（
ご
玄
朔
の
次
男
、
刑
部
卿
些

た
、
と
い
う
。

前
記
注
に
登
場
す
る
住
持
た
ち
か
。

刑
部
卿
法
眼
、
尾
張
大
納
言
義
直
に
仕
え
た
。
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（
き
）
掎
懸
、
免
掛

（
三
）
教
学
院
の
師
。

（
二
）
か
た
び
ら
、
畔

（
元
）
不
詳
。

（
二
）
刺
刀
、
さ
し
が
た
な
。

（
君
）
野
間
玄
琢
（
玉
岑
）
、
天
正
十
八
Ｉ
正
保
二
・
十
一
・
十
四
（
一
五
九
○
’
一
六
四
五
）
、
玄
朔
門
、
法
印
。

（
一
六
）
後
出
の
「
有
合
候
道
具
之
覚
」
中
に
、
「
劔
（
単
線
で
消
去
）
、
火
打
袋
一
一
取
替
寿
昌
院
へ
遣
候
」
と
あ
る
。

（
三
）
７
１
（
三
）
不
詳
。

（
二
）
一
渓
道
三
の
孫
で
玄
朔
室
の
兄
、
守
柏
（
盛
紹
、
雪
渓
）
。
そ
の
長
男
の
宗
仙
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
二
十
五
日
に
没
し
、
翠
竹
院
の

家
督
は
次
男
の
及
庵
が
継
い
だ
。

（
三
）
岡
本
玄
冶
の
長
男
、
玄
琳
（
介
球
）
、
元
和
三
Ｉ
貞
享
元
・
九
・
二
十
二
（
一
六
一
七
’
八
四
）
、
享
年
六
十
八
歳
。

（
二
）
玄
朔
の
五
女
の
夫
。

（
一
巴
次
女
の
長
男
（
斉
一

（
豆
）
次
女
の
三
男
（
早
、

（
宍
）
玄
鑑
の
長
男
祐
智
、

（
一
ち
不
詳
、
な
お
後
出
（

（
六
）
玄
朔
の
賄
方
担
当
。

（
完
）
岡
本
玄
冶
（
宗
什

（
二
）
１
く
（
三
）
不
詳
。

（
ご
右
の
玄
益
の
子
、
法
橋
。

（
○
Ｉ
（
一
ｓ
玄
朔
に
は
五
女
（
六
女
と
も
い
う
）
が
あ
り
、
長
女
は
養
安
院
正
琳
室
、
次
女
は
片
山
内
膳
延
康
入
道
休
和
室
、
三
女
は
亨
徳
院
正
因
室

の
ち
啓
迪
院
岡
本
玄
冶
へ
再
嫁
、
四
女
は
浦
野
與
一
郎
入
道
玄
清
室
の
ち
田
中
清
六
へ
再
嫁
、
五
女
は
岡
野
井
道
哲
室
と
記
録
さ
れ
る
。

こ
の
三
名
は
玄
朔
の
女
子
と
承
ら
れ
る
が
、
右
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
は
不
詳
。

女
。

次
女
の
長
男
（
斉
頭
）
か
、
あ
る
い
は
次
男
（
道
因
・
純
朴
）

次
女
の
三
男
（
早
世
し
た
と
い
う
）
か
。

玄
鑑
の
長
男
祐
智
、
出
家
し
愛
宕
教
学
院
に
住
し
た
。

不
詳
、
な
お
後
出
の
追
加
文
で
は
配
分
を
取
消
し
て
い
る
。
．

帷
◎ （

脇
息
の
類
）
。

・
諸
品
、
啓
迪
院
、
法
印
）
、
天
正
一
五
Ｉ
正
保
二
・
四
・
二
十
（
一
五
八
七
Ｊ
、
一
六
四
五
）
享
年
五
十
九
歳
、
室
は
玄
朔
三

か
Q
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（
二
）
こ
う
が
い
（
笄
）
、
刀
の
鞘
に
挿
む
箆
に
似
た
も
の
。

（
一
言
）
打
刀
と
懐
刀
の
中
間
様
式
の
も
の
。

（
三
）
め
い
ぎ
、
刀
剣
類
の
柄
に
す
え
る
飾
り
金
具
。

（
昊
）
次
女
の
夫
、
前
掲
注
（
Ｃ
ｌ
（
一
ｅ
参
照
。

（
二
）
な
ぎ
な
た
（
薙
刀
）
。

（
｜
元
）
脇
息
（
脇
突
、
挾
鰔
）
か
。

（
皀
）
て
ん
も
く
、
抹
茶
碗
の
一
種
。

（
空
）
け
ん
さ
ん
、
曜
変
・
油
滴
の
あ
る
天
目
茶
碗
。

酋
一
）
ぶ
ん
り
ん
、
茶
入
の
一
種
、
リ
ン
ゴ
に
似
た
形
で
、
茄
子
に
次
ぐ
上
物
。

（
豐
）
か
た
つ
き
、
茶
入
の
一
種
、
肩
の
や
や
角
張
っ
た
も
の
。

（
圏
）
カ
ウ
チ
ン
（
交
趾
）
か
。

（
二
）
な
ぎ
な
た

（
一
六
）
槍
、
鎗
。

（
四
四
）

（
四
三
）

（
四
六
）

（
四
七
）

（
四
〈
）

（
四
九
）

（
三
口
）

な
お
南
仲
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
一
渓
道
三
の
長
男
守
真
の
娘
と
今
大
路
家
の
正
式
記
録
に
い
う
が
、
道
三
の
長
女
（
先
妻
の
子
）
の
娘
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
曲
直
瀬
玄
朔
伝
補
遺
、
『
啓
迪
』
第
六
号
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
刊
参
照
。

玄
朔
四
女
の
再
婚
の
夫
。
前
掲
注
（
○
Ｉ
（
一
ｅ
参
照
。

玄
朔
五
女
か
。
と
す
れ
ば
そ
の
夫
の
岡
野
井
道
哲
と
玄
朔
家
は
仲
違
い
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
ふ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。

不
詳
。
既
掲
の
金
子
配
分
に
名
が
承
え
る
道
立
に
、
こ
こ
で
は
配
分
取
消
を
指
示
し
て
い
る
。

（
京
都
府
京
都
市
）

玄
朔
室
、
玄
朔
は
こ
の
追
一

延
徳
院
殿
賞
山
南
忠
大
姉
。

銅
鐇
。

撞
木

（
し
ゆ
も
ノ
、
）
。

玄
朔
は
こ
の
追
加
文
で
南
仲
の
後
事
を
呉
を
も
子
供
た
ち
に
托
し
た
が
、
南
仲
は
翌
寛
永
九
年
二
月
十
四
日
に
没
し
て
い
る
。
法
名
は
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